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２００４年１０月 弁護士登録

２０１４年１０月～ 東京弁護士会

東京合同法律事務所にて執務

２０１０年４月～ 豊中総合法律事務所で執務

２０１８年～ 大阪保育運動連絡会役員

子ども、家族についての相談、社会福祉法人についての

相談、他に一般民事、企業からの相談など行っておりま

す。



日本国憲法では子どもの権利はどう
なっている？

憲法に「子どもの権利」って書
いてあるでしょうか。



日本国憲法では子どもの権利はどう
なっている？

憲法では「子どもの権利」は保
障されているでしょうか。



日本国憲法における個人観

「個人の尊厳」

・憲法13条

「すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の
権利については、公共の福祉に反しない
限り、立法その他の国政の上で、最大の
尊重を必要とする。」



憲法における個人観と子どもの権利

当然子どもも「個人」

しかし、子どもに課されている大人とは違
ういろいろな制限をどう理解していく?

こどもという存在をどのようなものとしてと
らえて、大人は子どもの個人の尊厳を守って
いかなければならないのだろう？



国際協調主義

第98条 この憲法は、国の最高法規であつ
て、その条規に反する法律、命令、詔勅及
び国務に関するその他の行為の全部又は一
部は、その効力を有しない。

２ 日本国が締結した条約及び確立された
国際法規は、これを誠実に遵守することを
必要とする。

1994年子どもの権利条約批准



子どもの権利条約

 
現在196か国加盟 1994年日本政府が批准

子どもの権利条約には3つの選択議定書があるが
そのうち、「通報手続に関する選択議定書」
（2014年発効）については採択していない。子ど
もの権利条約に違反したからと言って、個人が直
接国際機関に救済を求めることはできません。

締約国は、5年に1度レポートを提出し、国連子ど
もの権利委員会には、子どもの権利条約を守って
いるか審査を得る必要があります。



日本で子どもの権利を包括的に
保障する法律はあるのか

 2023年 子ども基本法が制定される。

すべてのこどもが幸せな生活を送ることがで
きる社会を目指して、

その基本的な考え方をはっきりとさせ、

国や都道府県、市区町村など社会全体で、
「こども施策」を進めるために

国や都道府県、市区町村は、このこども基本
法の内容にそって、こどもや若者に関する取
組を進める



子ども基本法 理念 子どもの権利条約
の精神だよ！



子ども基本法と子どもの権利条約の関係

 
子ども基本法は子どもの権利条約の理念に基づい
て制定されています。

子どもの権利条約における締約国の義務を果たす
ための、日本政府、自治体の枠組みを定めた国内
法です。

どちらも大事に使っていこう！



子どもの権利条約の考え方

「生きる権利」、

「育つ権利」、

「守られる権利」、

「参加する権利」

の４つに分けられます。



子どもが大人とちがって自力では生きられ
ない弱い存在であること、

心身が大きく成長する途上にあってどの子
もその子らしく花開く力があること、

判断力が未熟なこともあり暴力や搾取など
から守られる必要があること、

どんなに幼い子どもでも自分の思いを持っ
ておりそれはその子にしか表明できないこ
とや、子どもは守られるだけの受け身の存
在ではなく主体的な存在であること。



第一義的な責任？！

こどもの権利条約第18条

1 締約国は、児童の養育及び発達について父
母が共同の責任を有するという原則についての
認識を確保するために最善の努力を払う。

父母又は場合により法定保護者は、児童の養育
及び発達についての第一義的な責任を有する。

児童の最善の利益は、これらの者の基本的な関
心事項となるものとする。



第一義的な責任？！
続き

こどもの権利条約第18条

2 締約国は、この条約に定める権利を保障

し及び促進するため、父母及び法定保護者が児童

の養育についての責任を遂行するに当たりこれら

の者に対して適当な援助を与えるものとし、また、

児童の養護のための施設、設備及び役務の提供の発展
を確保する。



第一義的な責任の裏返しにあるこ
と

ふ子ども
保護者

支援

支援締約国



こどもまんなか
ｂｙ 子ども家庭庁

まず、こどもという中心があって、

その子を育てるには、家庭で父母、保護者が養
育するという責任を果たしてもらうことが必要
であり

国はそのために最善の努力をし、保護者がその
役割を果たすことを支援し、子どものための必
要な施設、設備、役務の提供を発展させること
を確保する



ここからが子ども誰でも通園制
度の話



導入された経緯 １２P～（書籍）

令和5年１２月２２日「こども未来戦略～次元の異なる
少子化対策の実現に向けて」

「０～２歳児の約６割を占める未就園児を含め、子育

て家庭の多くが「孤立した育児」の中で不安や悩みを抱

えており、支援の強化を求める意見がある。全てのこど

もの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備する

とともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方や

ライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するた

め、現行の幼児教育・保育給付に加え、月一定時間まで

の利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔

軟に利用できる新たな通園給付」（同19ページ）。」

と説明されています。



2025年の出生数は66万人から67万人
程度、令和5年と比べて15％程度減
っている、少なくとも80万人（6か
月～2歳まで）くらいが利用者となる

制度ではないか



乳児等通園支援事業（児福法６条の３）

①内閣府令で定める施設において、

保育所（認可外も含む）やこども園、幼稚園、子育て

支援センター等

②乳児又は幼児であって満３歳未満のもの（保育所に入

所しているものその他の内閣府令で定めるものを除く）

に 生後６か月 以上満３歳まで

③適切な遊び及び生活の場を与えるとともに、

当該乳児又は幼児及びその保護者の心身の状況及び養育

環境を把握するための当該保護者との面談並びに当該保

護者に対する子育てについての情報の提供、助言その他

の援助を行う事業を言う



導入までの経緯

令和６年６月通常国会、

子ども・子育て支援法（以下「子子法」）、児童福祉

法（以下「児福法」）の一部を改正する法律が成立

令和６年～試行的事業

令和７年４月１日施行児福法において、乳児等通園支
援事業が始まり、市町村事業としてのこども誰でも通
園制度が開始

令和８年４月１日施行子子法、給付事業としての「こ
ども誰でも通園制度」が全国で開始

市町村を超えた全国での広域利用も実施

自治体によっては１０時間が厳しければ

月３時間でも可







利用方式、当初は自由利用

但し、自由利用であっても、
こども誰でも通園は

「いつでも通園ではない」



現在は自由利用といういい方はせず、柔軟利用も限定的な場合で提示さ
れている。



実施する事業所について

事業所は「保育所、認定こども園、小規模保育事業

所、家庭的保育事業所、幼稚園、地域子育て支援拠

点、企業主導型保育事業所、認可外保育施設、児童

発達支援センター等」

→事業主体を問わず広く受け入れる予定だが…

乳児等通園支援事業の市町村認可が必要

社会福祉法人及び学校法人とそれ以外のもので審査
項目を分ける。

試行的行的事業を行っている事業所、余裕活用型事業
所で審査の簡素化可

監査、監督は家庭的保育所に関する規定と同様



利用可能時間 ～

令和８年もいまのところ利用可能な時間は10時間

令和８年度及び令和９年度においては、経過措置とし

て、自治体によって、月３から１０時間の範囲で定め

ることが可能。

月１０時間は子どもにとっても保護者にとっても保育

者にとっても短すぎる…という声が検討会でも。。

令和７年１０月１０日第２回検討会資料４



実施方法 31P～

一般型

①在園児合同型（子どもを在園児と合同で預かる場

     合）

②専用室独立実施型（専用室を設け、在園児とは独

     立して実施する場合）

余裕活用型（利用児童が定員に達していない場合に

定員の範囲内で子どもを預かる場合）



設備運営基準は一時保育と同様 31P～

①余裕活用型

各施設の基準を遵守

②一般型
一時預かり事業に準じた基準

内閣府令 設備運営基準参照

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/0afde15f-8760-4477-806a-ed72b6916696/47af0878/20250225_policies_hoiku_daredemo-tsuen_08.pdf
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/0afde15f-8760-4477-806a-ed72b6916696/47af0878/20250225_policies_hoiku_daredemo-tsuen_08.pdf


人員配置基準も
     一時保育と同様31P～

①余裕活用型 各施設の基準を遵守

②一般型
一時預かり事業に準じた基準（２分の１以上は保育士）

(1) 乳児 おおむね３人につき１人

(2) 満１歳以上満３歳に満たない幼児 おおむね６人につき１人

半数以上を保育士とすること。１事業所につき２人を下回る

        ことはできないが、一時預かりや通常保育と一体的に運用さ

        れている場合は、うち一人を通常預かりや一時保育預かりの

        担当者と兼ねることができる。

        







誰通の基準の現状をどう考えて
いったらいいだろうか？

 初めての子ども、初めての保護者に接すること
も多くて、受け入れる子どもの数自体も多くて、
保育所に慣れていない子・保護者が多いのに、

 結局は人員配置も設備運営配置も、在園児と同
じ基準か、それより悪い基準（家庭的保育所と
同じ保育士は2分の１で可）でいいのは、おかし
いのではないか。

 在園児に対するの今の人員配置が十分でない状
況であるのに…



こども誰でも通園制度の公定価格
について基本分単価 令和8年度

こども一人1時間当たり

０歳児：1,700円

１・２歳児：1,400円※

利用者の利用料標準：時間300円
なお、令和６年度試
行的事業は年齢とわ
ず時間８５０円（加
算分は除く）

令和7年度



加算分

 １障害児加算

 （1時間当たり単価600円）［充実］

 障害児を受け入れた場合に加算。

 ２医療的ケア児加算（ 1時間当たり単価2,500円）［充実］

 看護師等を配置したうえで、医療的ケア児を受け入れた場合に加算。

 ３要支援家庭のこども加算（ 1時間当たり単価600円）［充実］

 要支援家庭のこどもを受け入れた場合に加算。必要に応じて、関係機関
との連携、情報共有等を行う。

要支援家庭加算については、保護者も要支援家庭
であることを知っていることが前提であるとのこ

と

以前は400円

以前は2400円

以前は400円



加算分

 ４ 初回対応加算（ 1回当たり単価0歳児：1,700円、1・2歳児：1,400
円）［新設］

 事前面談（制度の意義や利用に当たっての基本事項の伝達、こどもの特
徴の把握などを行う）及び事後面談（こどもの様子のフィードバック）
を実施した場合に加算。面談記録を残すことを求める。

 事前面談：30分以上実施（制度の意義や基本事項の伝達を集合形式で行
う場合は、別途、個別に15分以上実施）

 事後面談：10分以上実施

 なお、前回の利用から、半年以上、期間が空いた場合も同様の対応を行
うことで、加算の対象とする。

事前面談は原則対面（里帰りはオンラインも
可）

事前面談に対する加算が新設。



加算分

８ 保護者支援面談加算（ 1回当たり単価1,400
円）［新設］

利用しているこどもの様子を伝えるとともに、
保護者が抱える子育ての悩みや不安等育児に関
する相談に対応する面談を30分以上実施した場
合に加算。面談記録を残すことを求める。

事業の２つの柱の1つのうち保護者支援をしても
何も支払われないという批判に対応している。



加算

賃借料加算

 1時間当たり単価200円（賃貸借契約金額が
上限）

［新設］

賃貸物件において、実施する場合に加算
（賃貸借契約上、毎月支払う額を上限）

令和7年度に実施されていた事務所費補助に代わって新設。
月２0万円の援助を得るには週250時間、1日50時間



加算

特別地域加算

 1時間当たり単価300円

［新設］

離島や山村地域等の要件に合致する地域に
所在する事業所において、こどもを受け入
れた場合に加算。

過疎地や離島など受け入れが困難な地域についての加算



利用者の利用料に対する援助

生活困窮家庭等負担軽減加算

1時間当たり単価生活保護世帯：300円上限、

市町村民税所得割合算額77,101円未満である
場合、要支援家庭である場合：200円上限）［

新設］

市町村が認めた家庭のこどもが利用する場合に、
事業所において利用料の減額を行った場合に加
算。



こども誰でも通園制度の給付をど
う考えていったらいいだろうか？

一時保育と比べてみよう！



一時保育の利用状況
こども誰でも通園制度にどう対応するか

(81P)



一時保育の実態

 1時保育は、全自治体７０％で実施、実施してい
ない自治体もある

 就労目的で預けるといった本来であれば通常保
育として預けるべき場合にも利用され、リフレ
ッシュ目的などで利用できるかは自治体による
差が大きい

 多様な子ども、多様な家庭の子を預かる受け皿
となっており、保護者相談にも対応している。

 事業所自身も一時保育では採算が取れず、よく
て人件費をぎりぎり賄えるか、それとも人件費
も持ち出しをしているかどうかという状況



一時保育における補助金収入

年間延べ利用人数（1日8
時間程度）

運営費基準額 時間当たり単価
単純に運営費基
準額÷（人数×8

時間）

利用料
児童を1時間預
かった際の事
業所の収入

全て保育士
1日2500円/8

時間

1501人
（1500～2000人

4,797,000 399 313 712 

901人
（900～1500人

3,321,000 461 313 774 

301人
（300～900人

3,105,000 1,289 313 1,602 

こども誰でも通園制度にどう対応するか、１０３P～を基に試算

延べ利用人数の下限で試算。
財政措置としては極めて不十分



2025年の出生数は66万人から67万人
程度、令和5年と比べて15％程度減
っている、少なくとも80万人（6か
月～2歳まで）くらいが利用者となる

制度ではないか



一時保育と誰通の事業の内容に
おける違い by子ども家庭庁

制度の趣旨の違い

一時保育は、保護者の立場からの必要性に対応する
ものであるのに対して、

誰通は、家庭にいるだけでは得られない様々な経験を
通じて、子どもが成長していくように子どもの育ちを
応援することが主な目的



一時保育と誰通の事業の内容に
おける違い by子ども家庭庁

利用目的に応じた適切な使い分けといいながらも…

「2つの制度を併用するこどもについて、利用する制
度が切り替わることにより支援の内容が大きく変わる
こと、担当する保育者が変わること等は望ましいこと
ではありません。

子どもの育ちを支える視点からは、利用制度が切り替
わったとしても一貫した支援を提供できるよう心がけ
る必要があります。 手引き５６P」

実際、誰通と一時保育で行っている事業の内容の違いが判らない。
私には、、、



一時保育と比べれば、結構よくなった
のではないか？と思ってしまったが…

・子ども一人当たりの0歳児1,700円、1・2歳児
1,400円と前の提示額より高く設定したこと。

・事前面談・事後面談の費用を公定価格に加算
としたこと。

・初回対応加算として１回あたり単価０歳児
1,700円、1・2歳児1,400円

・保護者支援面談加算１回当たり単価1,400円を
設定したこと。



子ども誰でも通園制度の試算

例えば、0歳児6名を１０時から３時までの５時
間預かった場合、事業所の収入としては2000円
（1700円＋300円）×６×５＝6万円入ってくる
が、対応する保育者は、何人要るだろうか？

例えば、1・２歳児5名を5時間預かった場合、事
業所の収入としては1700円（1400円＋300円）
×５×５＝４万２５００円入ってくるが、対応す
る保育者は、何人要るだろうか？

 ベテランの正規の保育士は雇えるだろうか？



誰通の給付の問題点その他
・障害児や要支援家庭の子どもの保育が600円の加算。

障害児や要支援家庭の子どもの保育支援ができる保育
士の確保ができるのか。

・医療的ケア児について、看護師を配置する条件で１
時間当たり単価2,500円加算とするが、看護師の確保
が難しい中で時間単価が低すぎる。

・面談者には専門的な知識や技術が求められる。専門
性を担保する単価にすべき。

・面談記録の作成（事前、事後、保護者支援）と保存
が義務化される。面談作成の時間を担保した金額を加
算に入れることが必要



市町村の立ち位置について

 条例の制定 ある程度の裁量あり

 子ども子育て支援計画における定員計画の盛り込み

 見込んだ提供体制を確保するための必要な確保策を定め

る。

 事業者の認可、指導、監査、監督

 利用資格認定手続きに関する業務

 総合支援システム上の個人情報の管理責任

 事業者への支払い（実際の負担は市町村と都道府県が各

1/8、国1/4、子ども子育て支援基金1/2）



制度の問題点① 保育の安全性

対象となるこどもは、０歳～３歳未満の乳児を含む子ども

であり、幼く、在園児と異なり園に慣れていない子ども

幼いこどもを預かるに際しては、経験年数や経験が豊富な

ベテランの保育士が必要、1対１が必要な時も！

保護者と事業者の直接契約であり、自治体の関与は認可、

監督、指導という側面で、保育の安全が守れるのか。

ところが、多くの事業者に参入してもらうことを想定し、

０歳から３歳未満の子どもを預かり慣れていない事業者が、

引きあげられた給付をもとにして参入して、いい加減な保

育がされてしまわないか懸念。



制度の問題点② 市町村の役割の後退

一時預かりは、市町村事業

こども誰でも通園制度は、給付事業

直接契約となる中で市町村の責任とかかわりが後退して

いる。

保護者との関わりは、資格認定で、あとは、総合支援シ

ステムで申し込みなので、関わりが薄い。相談先、あっ

せん者であるという認識を保護者も自治体関係者も持ち

にくい。

多くの事業者が参入する中で、認可、適切な監査ができ

るのか。



制度の問題点③ 経営構造

確かに、単価は上がったため、非正規労働者を使い、
なるべく少ない有資格者、保育者の人数で、多くの子ど
もを受け入れるという構造により、収益を上げることが
可能になってしまい、参入する業者によっては、安全性
を犠牲してしまわないか。これに対してはいい加減な業
者は利用者に選ばれず淘汰されていくはずという市場原
理が働くのか、特に参入する事業者が少ない地域だと選
択肢がないことも…。

利用者数と利用時間に依存した事業収入で、経営の見
通しが立てにくい。公定価格の内訳（人件費、事業費、
管理費）を明確にした単価とすることで「運営の安定
化」を図ることが必要である。



「こども誰でも通園制度の実施にあたっての  

   手引」３５p



制度の問題点④保育現場への負担

この間、通常保育も含めて、保育士不足は極めて深
刻な状況

こども誰でも通園制度の仕事自体は、在園児の通常
保育と比較して、保護者との信頼関係や預かり慣
れていない幼い子供の預かりなど高い技能が求め
られ、業務負担も大きい要素が多い。

一時預かりに比べ、財政的な手当てがされてい
るが、全国的に必ず実施しなければならない事業
であり、現場に対する圧力は強まることは予想さ
れる。

この制度が本当に子どもにとって良い形なのだろうか？
この制度が現場にとって持続可能なものなのだろうか？



ご清聴ありがとうございま
した。

参考資料

こども誰でも通園制度にどう対応するか
子ども家庭庁「こども誰でも通園制度の本格実施に
向けた検討会（第3回2025年12月19日）資料」
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